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市議案第５８号  

市長等の退職手当に関する条例の一部を改正する

条例の設定について  

 市長等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例を次の

ように設定するものとする。  

 

  令和４年（２０２２年）６月１６日提出        

 

 

豊中市長   長  内  繁  樹   

内  繁  樹   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

国 家 公 務 員 か ら 引 き 続 い て 副 市 長 と な っ た 場 合 に お け る 特

例を定めるため，提案するものである。  
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豊中市条例第  号 

市長等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 

市長等の退職手当に関する条例（平成１１年豊中市条例第２０号）の一部を次のように改正する。 

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

 （国家公務員から副市長になった者の特例） 

第４条 国家公務員退職手当法（昭和２８年法律第１８２号）第２条に規定す

る職員（以下「国家公務員」という。）であった者であって，引き続き副市

長となったものの国家公務員としての勤続期間は，副市長としての在職期間

に通算する。 

２ 前項に規定する副市長であって，その職を退職し，引き続き副市長となっ

たもの（以後その職を退職し，引き続き副市長となったものを含む。）の当

該退職に伴う退職手当は，第２条の規定にかかわらず，支給しない。この場

合において，先の副市長としての在職期間は，後の副市長としての在職期間

に通算する。 

３ 前２項に規定する副市長の退職手当の額は，前条の規定にかかわらず，次

の各号に掲げる額の合計額とする。 

(１) 副市長として在職した期間について，前条の規定により計算した額

（前項に規定する副市長については，それぞれ退職した日にその者が受け

ていた給料の月額及びそれぞれの副市長として在職した期間を基礎とし

て，同条の規定の例により計算した額の合計額） 

(２) 国家公務員を退職したときに国家公務員退職手当法第２０条第２項

の規定の適用がなかったとした場合に同法の規定により支給されるべき

退職手当の額に相当する額 

４ 第１項又は第２項に規定する副市長であって，その職を退職し，引き続き
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

国家公務員となったものの当該退職に伴う退職手当は，第２条の規定にかか

わらず，支給しない。 

（準用） （準用） 

第４条 （省 略） 第５条 （省 略） 

（委任規定） （委任規定） 

第５条 （省 略） 第６条 （省 略） 

   附 則 

 この条例は，公布の日から施行する。 
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